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令和６年４月

会計年度任用職員募集要項
北海道函館児童相談所

職 名 保護指導員（非常勤）

採用予定人数 若干名

業務内容 夜間及び休日等における一時保護児童の保護指導業務等（児童指導、電話

対応、庁舎管理等）

応募要件 ○ 次の職業に従事経験があること

（教員／児童指導員／看護師／保健師／保育士／心理士／警察官／

公務員〈福祉・保健・教育〉／福祉施設職員／矯正施設職員）

○ 福祉・教育系大学に在学している者

○ 地方公務員法第16条各号に該当する方は応募できません。

任用期間 令和６年６月１日～令和７年３月３１日

再度の任用 選考等の能力実証を行った上で、再度任用する場合があります。

所 属 北海道函館児童相談所

勤務地 函館市中島町３７－８

勤務日 ○ シフト制による勤務

○ 日 勤 ９：００～１７：００

○ 夜 勤 １７：００～翌日９：００

○ 勤務日数 最大 １カ月 １１日程度

○ 勤務時間 週 ３０時間以内

休憩時間 日勤：１時間、夜勤：４時間

休 日 シフトによる

給 与 ○ 日勤：日額 8,435 円（最高）

○ 夜勤：日額 14,460 円（最高）

○ 期末手当（勤務日数による）

支払日 原則、毎月21日（月の初日から末日までの勤務実績に基づき、翌月の21日

に支給）

手当等 ○ 通勤手当は、北海道の規定により支給します。但し、通勤距離が２ｋ

ｍ未満の場合は支給対象外となります。

○ 夜勤は、従事時間に応じて夜間勤務手当が支給されます。

○ 一定の条件を満たした場合、期末手当（賞与）が支給されます。

（年２回（６月及び12月））

休 暇 年次有給休暇／その他各種休暇(有給・無給の別有)

服 務 地方公務員法に定める各種義務（職務専念義務など）を負います。

社会保険等 法令に定める基準に従い、各種保険（厚生年金、雇用保険等）に加入

応募方法 ○ 写真付きの履歴書を次の応募先まで持参又は郵送してください。

○ 応募先 〒０４０－８５５２ 函館市中島町３７－８

函館児童相談所地域支援課

○ 問合先 電話番号 ０１３８－５４－４１５２

※ 封筒の表に「会計年度任用職員履歴書在中」と朱書きしてください。

※ 職歴は漏らさず記載してください。

※ 履歴書は返却いたしません。

その他 履歴書等に記載いただいた個人情報は、会計年度任用職員の選考及び任用

以外の目的には利用しません。


